
※新型コロナウイルス感染症の症状が重く、１か月以上の治療を有する場合など

〇対象「１」の場合：全額

〇対象「２」の場合：次のとおり

＋ ＝

令和４年度の国民健康保険税のうち、令和４年４月１日から令和５年３月
３１日までの納期にかかる保険税

主たる生計維持者

給与収入

所得

３００万円

２０２万円

５０万円

１６万円
減免後年
間保険税
額Ａ－Ｅ

減免額
の計算

５０万円（Ａ）×３５６万円（Ｂ）／４２１万円（Ｃ）×８０％（Ｄ）

＝減免額３４万円（Ｅ）

主たる生計維持者の事業収入等の額が
前年と比較して３０％以上の減少が見込まれる

　世帯の年間保険
　税額（Ａ）

新型コロナウイルス感染症の影響により
収入が減少する世帯の国民健康保険税の減免について

１　主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病（※）を負った世帯

２　主たる生計維持者の令和４年事業収入等※の「年間収入見込額」が令和３年と比較して
　　３０％以上減少している（※事業収入等とは、事業収入・給与収入・不動産収入又は山林収入）

×

　世帯の年間保険
　税額（Ａ）

 減少することが見込まれる主たる生計維持
者の事業収入等に係る前年所得（Ｂ）

 世帯全員の前年の
 合計所得金額（Ｃ）／×

主たる生計維持者の
前年の合計所得金額

減免の割合（Ｄ）

　３００万円以下 　４００万円以下

１００％

１０００万円以下

対象となる世帯

４２１万円

給与収入

所得（Ｃ）

対象となる保険税

所得(Ｂ）

給与収入

所得 ６５万円３５６万円

５００万円

世帯の合計所得金額

１２０万円

減免対象保険税額＝

減免額の算定方法

　５５０万円以下

例　　　　夫婦と子２人の４人世帯で前年の総所得金額等の合計が４００万円

　８０％ 　６０％ 　４０％ 　２０％

主たる生計維持者

給与収入

　７５０万円以下

６２０万円

妻


